
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１２回 住民・福祉・教育小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年２月２０日(木) 

   午後２時３０分～ 

場所 ： 弥栄町役場 会議室  

  

  



次 第 
 

１．開会 
 
 
 
２．議題 
  
（１）協議第１号  １９－１３ 環境事務の取扱い（その３） 
 
（２）協議第２号  １９－２０ 学校教育の取扱い（その６） 
 

 （３）協議第 3 号  １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い（その７） 
  
 （４）次回の議題について 
   ・協定項目の協議について 
 
 
（５）次回の会議開催について 

  ・第１３回 住民・福祉・教育小委員会  
  日時 平成１５年３月１１日(火) 午後２時３０分～ 

   場所 大宮町 ふれあい工房 
    
 
 
３．その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 火葬業務 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 火葬場 

 ①運営方法 

 

 ②建築年度 

 

 ③炉の設置数 

 

 ④使用料 

  遺体 

 

  １２歳未満の遺体 

 

  死産・流産児 

 

  産汚物 

 

  割増率 

 

 

 ⑤作業員 

 

２ 霊柩車 

①台数 

 

②運転手 

 

 

竹野川環境衛生組合に所属 

 

 

同左 

 

 

町営 

 

昭和４４年度 

 

２炉 

 

 

１０，０００円 

 

  ６，０００円 

 

  １，５００円 

 

  １，０００円 

 

町外は５割増 

午後４時以降の使用は２割増 

 

３人ローテーションの２人制 

（３人とも臨時職員） 

 

１台(H１２年度購入) 

 

町の臨時職員 

 

 

竹野川環境衛生組合に所属 

 

 

同左（施設の所在町） 

 

昭和４４年度 

 

３炉 

 

 

１５，０００円 

 

１０，５００円 

 

  ４，５００円 

 

 １，５００円 

 

構成町以外は５割増 

 

 

１人（嘱託職員） 

 

 

２台（H２・H４年度購入） 

 

一部事務組合職員(２人) 

 

 

町営 

 

昭和５６年度 

 

２炉 

 

 

１５，０００円 

 

  ７，０００円 

 

  ３，０００円 

 

死産・流産児扱い 

 

町外は５割増 

 

 

１人（霊柩車運転と兼務） 

 

 

１台(H５年度購入) 

 

委託 

根拠条例・要綱・規則等 竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

網野町立火葬場設置並びに使用

料徴収条例 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

久美浜町火葬場の設置及び管理

に関する条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 火葬業務 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  

  現有施設を新市に移行し対応する。 

 

 

  施設の老朽化が著しいので、新市移行後に新施設整備に着手する方向で調整する。 

   

 

  現有施設を新市に移行し対応するが、新施設の計画時に必要な炉の設置数を検討する。 

 

 

  新市移行後の使用料は次のとおりとする。 

遺体１５，０００円、１２歳未満の遺体１０，０００円、死産、流産児、産汚物等４，０００円 

  ただし、新市以外の住民の遺体は上記の５割増とする。 

 

 

  現行のまま新市に移行し、新施設の稼動にあわせて適正な人員配置をする。   

 

 

 

  現有車両を新市移行後も使用し、新施設稼動時に必要台数を検討する。 

 

 

  現行のまま新市に移行し、新施設の稼動にあわせて適正な人員配置をする。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 火葬場 

 ①運営方法 

   ４町が竹野川環境衛生組合に所属し、残り２町が町営で運営している。 

 

 ②建築年度 

   各施設とも老朽化が進行しており、隔年で炉を修理するなどして対応している。 

 

 ③炉の設置数 

   現在のところ特に不足していることはない。 

 

 ④使用料 

   各施設で使用料が異なっているため、新市移行後の手数料を統一する必要がある。 

 

 

 

 ⑤作業員 

   作業員の体制が異なっている。 

 

２ 霊柩車 

①台数 

現在のところ特に不足していることはない。 

  

②運転手 

   課題なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 し尿処理 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ し尿処理場 

 ①運営方法 

 

 ②所在地 

 

③建築年度 

 

 ④処理能力 

 ⑤処理実績 

(Ｈ１３年度) 

     し尿 

 

   浄化槽汚泥 

 

  ⑥収集方法 

 

 

 

 

 

 ⑦収集車両 

   ２ｔ車 

   ３ｔ車 

   ４ｔ車 

 

  ⑧手数料算定方法 

   し尿 

 

 

 

  

   

浄化槽汚泥 

 

 ⑨手数料の納付方法 

 

 

竹野川環境衛生組合に所属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営 

 

網野町字高橋５２４番地 

 

昭和６２年度 

 

３６ｋｌ/日 

 

 

１２，７２６ｋｌ 

 

  ２，０９１ｋｌ 

 

し尿    町営(正職員７名) 

浄化槽清掃 許可業者（１業者）

 期間(浄化槽清掃) 

     H13.4.1～H16.3.31 

 期間(一般廃棄物収集運搬) 

H14.4.1～H16.3.31 

 

４台 

 

１台 

 

 

便槽割400円＋収集量割で算定 

収集量割  270ℓまで1,500円 

270ℓ超過分 (収集量-270ℓ)÷9 

      ×50円 

 

 

１，８００ℓ当たり２,５００円 

 

翌月に口座振替または 

納入通知書により納入 

 

竹野川環境衛生組合に所属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左（施設の所在町） 

 

弥栄町字和田野３８番地の１ 

 

平成１０年度 

 

７０ｋｌ/日 

 

 

２１，４４２ｋｌ 

 

  ６，０３９ｋｌ 

 

し尿    委託業者（２業者）

 期間 H14.4.1～H16.3.31 

浄化槽清掃 許可業者（２業者）

 期間(浄化槽清掃) 

     H14.4.1～H15.3.31 

 

 

１台 

３台（うち組合所有１台）

６台（同上） 

 

 

収集量で算定 

200ℓまで1,600円 

200ℓ超過分 (収集量-200ℓ) ÷

25×200円 

 

 

１，８００ℓ当たり１,５００円 

 

チケット（し尿処理券）支払い 

（１， ０００円、５００円 

１００円の３種類） 

 

町営 

 

久美浜町字湊宮小字箱石468番 

地の252 

平成元年度 

 

２５ｋｌ/日 

 

 

６，９１３ｋｌ 

 

１，３８０ｋｌ 

 

し尿    許可業者（１業者） 

期間 H14.8.1～H16.7.31 

浄化槽清掃 許可業者（１業者） 

期間(浄化槽清掃) 

    H14.8.1～H16.7.31  

 期間(一般廃棄物収集運搬) 

H14.8.1～H16.7.31 

１台 

 

１台 

６ｔ車及び９ｔ車 各１台 

 

許可業者のため、条例上の規定は

なく、許可業者が定めた算定方法 

収集量で算定 

180ℓまで1,550円 

180ℓ超過分 18ℓごとに155円 

加算 

無料 

 

許可業者に直接支払い 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 し尿処理 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

   

現有施設を新市に移行し対応する。 

 

 

  なし 

 

 

  今後の処理見込量等を精査し、広域的な処理方法も視野に入れて検討する。   

 

 

 

  なし 

 

 

  なし 

 

 

  現在、許可業者による収集を行なっている地域は、委託業者による収集に変更し、直営または委託業者による収

集地域は現行のまま新市に移行する。ただし、委託業者については、契約期間満了までに新市において調整する。 

 

  町及び一部事務組合所有の車両は、現行のまま新市に移行する。  

 

 

現在の竹野川環境衛生組合の算定方法により統一を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

  現在の竹野川環境衛生組合の算定方法により統一を図る。 

 

 

現在の竹野川環境衛生組合の納付方法により統一を図る。   

 

１ し尿処理場 

 ①運営方法 

４町が竹野川環境衛生組合に所属し、残り２町は各町で対応している。 

 

②所在地 

   なし 

 

③建築年度 

   網野、久美浜両町の施設は老朽化が進行している。また、焼却炉についてはダイオキシンの規制強化に適合する

ためには、多額の改修費が必要である。 

 

 ④処理能力 

   課題なし 

 

 ⑤処理実績 

   課題なし 

 

  ⑥収集方法 

   各施設によって、収集方法が異なっている。 

 

 ⑦収集車両 

   課題なし 

 

  ⑧手数料算定方法 

   し尿      各施設で手数料が異なっているため、新市移行後の手数料を統一する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽汚泥   各施設で手数料が異なっているため、新市移行後の手数料を統一する必要がある。 

 

 ⑨手数料の納付方法 

   新市移行時に統一をする必要がある。 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

し尿収集手数料比較（参考） 
収集量    網野町   竹野川組合  久美浜町 
２７０ℓ  １，９００円 ２，１６０円 ２，３２５円 

 
１，０００ℓ  ５，９５０円 ８，０００円 ８，５２５円 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 し尿処理 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

  

⑩浄化槽清掃業の 

許可手数料 

 浄化槽法第３５条

第１項（許可） 

  

 許可証の再交付 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪合特法に基づく合

理化事業計画の策

定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大宮町合理化事業計画」の策定

に向け、協定書及び覚書書を締結

(H13.8) 

 

 

 

５，０００円／件 

 

 

  ５００円／件 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「網野町合理化事業計画」策定済

(Ｈ13.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未策定 

 

 

 

無料 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の合理化計画策定済

(H13.2)

協定書締結済(H13.5) 

 

 

 

１０，０００円／件 

 

 

 ３，０００円／件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未策定 

根拠条例・要綱・規則等 竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

網野町し尿処理施設の業務及び

管理等に関する規則 

浄化槽清掃業の許可に関する条

例 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

竹野川環境衛生組合 

条例・規則・規程 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃 

に関する条例 

 

第六章 浄化槽清掃業の許可  

（許可）  

第三十五条  浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 

 ２  前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。 

 ３  第一項の許可を受けようとする者（以下「清掃業許可申請者」という。）は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。 

 ４  市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。 

(変更の届出）  

第三十七条  浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第三十五条第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なけ

ればならない。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 し尿処理 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

  許可手数料（浄化槽法第３５条第１項） １０，０００円／件 

   

   

  許可証の再交付手数料  ３，０００円／件 

  

 

  新市移行後に新市としての合理化事業計画を策定する方向で調整する。 

 

 

 

  

     

 

 

⑩浄化槽清掃業の許可手数料 

   許可手数料及び許可証の再交付手数料を統一する必要がある。 

 

 

 

 

 ⑪合特法に基づく合理化事業計画の策定状況 

   計画策定の状況が異なる。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

久美浜町火葬場 

久美浜町衛生センター（し尿処理） 

網野町火葬場 

網野町浄水苑（し尿処理） 
竹野川クリーンセンター(し尿処理) 

竹野川斎場

位置図（火葬、し尿処理施設）
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １４ スクールバス 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ スクールバス  

スクールバスの状況 

・保有台数 

 1台（４２人乗り） 

峰山中学校 

・運行形態 

 五箇小学校区域の生徒を中学

校までと五箇小学校の一部地

域の児童も小学校まで乗車 

・委託料（１人） 

 月額１６０，０００円 

  

 

 

スクールバスの状況 

無 

※大宮第三小学校の三重地区の

児童は登校時に丹海バスを利

用(定期代相当額を補助) 

※大宮中学校の五十河地区の生

徒は１１月から３月上旬まで

登校時は丹海バス、下校時は町

のマイクロバスで通学（年間

5,000円とバス定期代を補助）

 

スクールバスの状況 

・保有台数 

 ３台 

 網野北小学校26 人乗り、郷小

学校15人乗り、橘小学校26人

乗り 

・運行形態 

 網野北小学校の磯地区,郷小学

校の切畑地区,橘小学校の木

津、柴古、箱石、塩江地区の児

童を送迎 

 網野南小の新庄地区児童送迎 

・運転業務 

 業務委託契約により町民（個

人）に委託。委託料は月額で毎

月支払い 

・委託料（月額） 

 網野北小学校 

  １５０，０００円 

 橘小学校 

  １０９，０００円 

 網野南小学校 

  １００，０００円 

 郷小学校 

  シルバー委託（総務課負担）

※ 網野南小学校の新庄地区児

童は、町民課所有の幼児専用バ

スで送迎 

 

スクールバスの状況 

・保有台数： 

 ステーションワゴン１台 

 車両乗車定員１０人 

・運行形態 

 宇川小学校区 鞍内地区（学校

まで５．２Ｋｍ、バス停まで３．

５Ｋｍ）遠下地区から通学に運

行 

・運転業務 

 個人へ委託 

・委託料 

 月額 ７０，０００円 

 

スクールバスの状況 

・保有台数１台（１５人乗り） 

 弥栄中学校 

・運行形態 

 野間地区の中学生を弥栄中学

まで送迎 

・運転業務 

個人へ委託（２人） 

・委託料 

１往復 １，９００円 

クラブ活動、学校行事に使用す

る場合 

管内 １，０００円／時間 

 

スクールバスの状況 

・保有台数４台 

 久美浜中学校 ５３人乗り 

 久美浜中学校 ２９人乗り 

 久美浜中学校 ５３人乗り 

 湊小学校    ８人乗り 

・乗車生徒 75名（平成14年度） 

・乗車地区 湊地区、田村地区、

神野地区（鹿野、長柄）、 

・運転業務 

 個人に委託 

 湊小学校は町職員対応 

 （委託料なし） 

・委託料 

 ９９，０００円（月額）＋ 

１，０００円／時間 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町スクールバス運行管理規

定 

    久美浜町スクールバス運行管理

規定 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １４ スクールバス 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

 スクールバスの運行については、新市においても実施する。新市の教育委員会において運行についての検討を行い、

委託料等については新たな算定基準を設け統一的に実施する。 

 

 

 

 

１ スクールバス 

   ５町においてスクールバスが運行されている。保有台数、運行形態、委託料等に差異がある。運行内容の検討と

委託料の算定について新たな基準を設ける必要がある。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １５ 寄宿舎事業 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 寄宿舎事業  

寄宿舎事業の実施状況 

無 

 

寄宿舎事業の実施状況 

無 

 

寄宿舎事業の実施状況 

無 

 

寄宿舎事業の実施状況 

無 

 

寄宿舎事業の実施状況 

無 

 

寄宿舎事業の実施状況 

実施している学校 

 高龍中学校 

平成13年度 11名利用 

 （44日間） 

 

根拠条例・要綱・規則等    丹後町立学校寄宿舎の設置に関

する条例 

 久美浜町立高龍中学校寄宿舎の

設置及び管理運営に関する規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 １５ 寄宿舎事業 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 新市に移行後、調整する。 

 寄宿舎事業については新市においても実施する。ただし、スクールバスの運行と合わせて寄宿舎事業についての検

討を行う。 

 

 

 

 

１ 寄宿舎事業 

   １町のみ実施している。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２０ その他 分科会名 学校教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 教員住宅  

 

  

網野町教員住宅 

１ 名称及び設置場所 

 ①浜詰教員住宅 

  網野町浜詰266-34 

 ②木津教員住宅 

  網野町字木津824 

 

２ 住宅の構造等 

 ①浜詰教員住宅 

  鉄筋コンクリート平屋建て 

  19坪 

  昭和４５年４月建築 

 ②木津教員住宅 

  木造2階建て 

  29坪 

  昭和１２年移築 

３ 住宅料（家賃） 

 ①浜詰教員住宅 

  月額 5,000円 

 ②木津教員住宅 

  月額 1,500円 

 

４ 入居者資格 

 網野町立学校に勤務する職員 

 

５ 管理者 

 網野町教育委員会 

 

※ 木津教員住宅は、現在使用し

ていない。 

   

久美浜町教員住宅 

１ 名称及び設置場所 

  久美浜町教員住宅 

久美浜町１７６７ 

２ 住宅の構造等 

  木造平屋建て 

  面積  ５４㎡ 

  昭和４６年９月建築 

３ 家賃 

  月額 7,000円 

４ 入居者資格 

  久美浜町立学校に勤務する

教職員 

５ 管理者 

  久美浜町教育委員会 

 

※ 現在は使用していない。 

根拠条例・要綱・規則等   網野町教員住宅管理規則   久美浜町教員住宅管理規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２０ 学校教育の取扱いについて 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ２０ その他 分科会名 学校教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

(案) 

 廃止の方向で調整する。 

 

 

 

 

１ 教員住宅 

    網野町と久美浜町の２町に教員住宅が建設されている。網野町の木津教員住宅と久美浜町教員住宅は現在使用

していない。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 身体障害者補装具

の交付・修理等 

（事業名） 

 

平成１３年度実績 

交付件数 

（うちストマ件数） 

   

 

公費負担額 

       

自己負担額 

 

修理 

件数 

   

公費負担額 

   

自己負担額 

 

身体障害者補装具交付事業 

 

 

 

 １１１件  

  ９３件 

 

 

２，３６７，４５３円 

 

１９５，０５０円 

 

 

６６件 

 

４５８，５８１円 

 

１０２，２３９円 

 

 

 

 

 

 

補装具交付事業 

 

 

 

９２件 

７４件 

 

 

２，０６２，８６５円

２３５，５６０円

 

 

３２件 

 

２５６，７２２円

 

２９，８５０円

 

 

補装具交付事業 

 

            

 

１０３件  

８４件 

 

     

 ２，７３２，０５５円

 

       ３０２，１１３円

 

 

３７件 

 

３３２，２１６円

 

２２，９６４円

 

補装具交付事業 

 

 

 

１０３件 

９３件 

 

 

１，６７０，８５６円

 

１３９，２４０円

 

 

７９件 

 

１０８，９４１円

 

６，０５０円

 

 

 

 

身体障害者補装具交付事業 

 

 

 

９２件 

８４件 

 

 

１，７３６，４３１円

 

１０９，５８０円

 

 

２２件 

 

１０６，９５６円

 

８，１００円

 

身体障害者補装具交付事業 

 

 

 

１２４件 

９６件 

 

 

２，８０５，９４７円 

 

２９３，７４０円 

 

 

３３件 

 

１９１，２６３円 

 

８，８８０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者福祉法施行規

則 

大宮町身体障害者福祉法施行細

則 

網野町身体障害者福祉法施行規

則 

丹後町身体障害者福祉法施行規

則 

弥栄町身体障害者福祉法施行細

則 

久美浜町身体障害者福祉法施行

細則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   現行のまま、新市に継承する。 

 

 １ 身体障害者補装具の交付・修理等 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

  交付              ６２５件 

  

  ストマ             ５２４件 

 

  公費負担額   １３，３７５，６０７円 

 

  自己負担額    １，２７５，２８３円 

 

  修理             ２６９件 

 

  公費負担額    １，４５４，６７９円 

 

  自己負担額      １７８，０８３円 

 

 

  合計             ８９４件 

 

  公費負担額    １４，８３０，２８６円 

 

  自己負担額     １，４５３，３６６円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 身体障害児補装具

の交付・修理等 

（事業名） 

      

 

平成１３年度実績 

   

交付件数 

  

公費負担額 

   

自己負担額 

 

修理 

件数 

   

公費負担額 

 

自己負担額 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

 

２０件 

 

８１９，３３６円 

 

０円 

 

 

２２件 

 

２０５，８１６円 

 

０円 

 

 

 

障害児補装具交付等事業 

 

 

 

 

４件 

 

５９２，９６１円

２７，５００円

 

 

０件 

 

０円

 

０円

 

 

補装具交付事業事業 

 

 

 

 

２１件 

 

     ２，４０６，７３７円

 

        ８４，３００円

 

           

１５件 

 

        ６０，２４４円

  

        １６，８５０円

 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

 

１５件 

 

３２３，８４１円

 

２７，７００円

 

 

０件 

 

            ０円 

 

           ０円 

 

 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

 

３件 

 

１４９，９３７円

 

８，９５０円

 

 

０件 

 

            ０円 

 

           ０円 

 

 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

 

１８件 

 

１３７，２４６円 

 

３４，１５０円 

 

 

１件 

 

１，３３５円 

 

２，２５０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害児舗装具交付等

事業実施要綱 

大宮町障害児補装具交付等事業

実施要綱 

網野町身体障害者福祉法施行規

則 

丹後町身体障害者福祉法施行規

則 

弥栄町身体障害児補装具給付事

業実施要綱 

久美浜町身体障害児補装具給付

規則 

  



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

   現行のまま、新市に継承する。 

 

 ２ 身体障害児補装具の交付・修理等 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

  交付            ８１件 

 

  公費負担額  ４，４３０，０５８円 

 

   自己負担額    １８２，６００円 

 

   修理            ３８件 

 

   公費負担額    ２６７，３９５円 

 

   自己負担額     １９，１００円 

 

 

   合計           １１９件 

 

   公費負担額  ４，６９７，４５３円 

    

   自己負担額    ２０１，７００円 

 

 

   

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 補装具交付・修理

等の自己負担免除 

（事業名） 

 

 

 制度内容 

 

 

 

 

 平成１３年度実績 

  （事業費） 

  

  

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

法５６条２項に基づく自己負担

分の免除 

 

 

 

２９７，２８９円 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

児童補装具のＢ階層における自

己負担の免除 

 

 

 

         １，１００円

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

児童補装具のＢ階層における自

己負担の免除 
 

 

 

         １,１００円

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

児童補装具のＢ階層における自

己負担の免除 

 

 

 

            ０円 

 

無 

 

身体障害児補装具交付事業 

 

 

 

児童補装具のＢ階層における自

己負担の免除 

 

 

 

０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害児舗装具交付等

事業実施要綱 

大宮町障害児補装具等交付事業

実施要綱 

網野町身体障害児補装具給付事

業実施要綱 

  久美浜町身体障害児補装具給付

規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （５）障害者（児）補装具交付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

      

      

    一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

      障害児の育成支援を進めるため、補装具の自己負担金は全て免除とする方向で調整する。 

 

 ３ 補装具交付・修理等の自己負担免除 

 

    各町により、取扱いに相違がある。 

 

    峰山町は全ての障害児の自己負担金を免除している。 

    

    大宮町、網野町、丹後町、久美浜町は、Ｂ階層の自己負担金を免除している。 

 

弥栄町は、事業を実施していない。 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

   ２９９，４８９円 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 施設入所措置事業 

 

 

 

 入所施設  

   

人数    人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設事務費額 

   対象者合計 

   事務費合計 

 

措置費自己負担分の

費用徴収 

   対象者 

 

 自己負担金 

 

身体障害者施設入所措置事業 

体障害者更生援護施設・こひじ 

 

こひつじの苑舞鶴（療護）    

２人   ９，１５９，４０８円 

 

洛西寮（重授） 
１人   ２，９７６，７０２円 

 

 

いこいの村栗の木寮（重授）   

１人   ３，０５３，７４２円 

 

 

重度身体障害者授産施設 

九頭竜ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（重授、） 

１人   ２，５７６，４３２円 

 

 

 

 

 

 

５人 

 

１７，７６６，２８４円 

 

 

４人 

 

１，６１７，６００円 

 

身体障害者施設入所措置事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴（療護） 

１人   ４，５７９，７０４円

 

宝塚希望の家ワークセンター（授

産）           

１人   １，６７７，９０６円

 

兵庫県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 自

立生活訓練センター（重更）   

１人     １７５，５８３円

 

京都市身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀ

ｰ(更生)  

１人   １，０８４，３２０円

 

宝塚希望の家サンホーム（重授）

１人     ９５５，９４２円

 

 

５人 

 

８，４７３，４５５円

４人 

 

５５２，２００円

 

身体障害者施設入所措置事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴（療護）     

２人   ９，６３５，９２８円 

 

天ケ瀬寮（療護）     

１人  ４，５４５，３７２円

 

 

和生園（通所授産）        

１人  １，９６６，９２０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４人 

 

   １６，１４８，２２０円

 

３人 

 

       ８２７，５００円

 

身体障害者施設入所措置事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴（療護）    

２人   ９，１５９，４０８円

 

天ヶ瀬寮（療護）     

１人   ４，５４５，３７２円

 

 

九頭竜ワークショップ （重授） 
１人   ２，５７６，４３２円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４人 

  

 １６，２８１，２１２円

 

４人 

 

１，５７１，１００円

 

身体障害者施設入所措置事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴（療護） 

１人   ３，８４６，９８４円

 

大和高原太陽の家（重授） 

１人   ２，１６３，２５２円

 

 

いこいの村栗の木寮（重授） 

１人  ２，４０６，３４２円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３人 

 

８，４１６，５７８円

 

３人 

 

１，１５３，０２１円

 

身体障害者施設入所措置事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴（療護） 

３人  １３，７３９，１１２円 

 

京都府立身体障害者福祉センタ

ー（療護）       

１人   ４，３６１，５２０円 

 

福井県若越みどりの村（療護） 

２人   ８，１３２，０８０円 

 

夢前リハビリセンター（重更） 

１人   ３，００５，４００円 

 

光道園ライトホープセンター（重

更）            

１人   ２，８７８，３５２円 

 

和生園（通所授産）  

１人   １，９６６，９２０円 

 

９人 

 

３４，０８３，３８４円 

 

 

３人 

 

１，１５３，０２１円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者福祉法施行規

則 

峰山町身体障害者更生援護施設

措置費徴収要綱 

大宮町身体障害者福祉法施行細

則 

身体障害者福祉法に基づく大宮

町身体障害者更生援護施設措置

費徴収要綱 

網野町身体障害者福祉法施行規則 

身体障害者更生援護施設措置費徴収要綱

丹後町身体障害者福祉法施行規

則 

丹後町身体障害者更生援護施設

措置費徴収要綱 

弥栄町身体障害者福祉法施行細

則 

弥栄町身体障害者福祉法に基づ

く身体障害者更生援護施設措置

費徴収要綱 

久美浜町身体障害者福祉法施行

細則 

身体障害者福祉法に基づく身体

障害者更生援護施設措置費徴収

要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

     平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で

調整する。 

 

     なお、措置費自己負担分については、直接施設への支払いとなる。 

 

 １ 施設入所措置事業 

 

   各町とも同様の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６町合計 

  

    対象者            ３０人 

   

    事務費   １０１，１６９，１３３円 

 

    

 

措置費自己負担分の費用徴収 

 

対象者            ２６人 

 

    事務費     ９，６９０，５８５円 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 5

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 更生訓練費補助

金等   

（事業名） 

 

 

平成１３年度実績 

 

 

更生訓練等給付費 

     人数 

     町負担額 

 

 

 

 

 

身体障害者更生援護施設更生訓

練費給付事業 

 

 

 

 

 

１人 

１９，２００円 

 

 

 

 

 

 

身体障害者更生援護施設更生訓

練費給付事業 

 

 

 

 

 

１人 

３４，７００円

 

 

 

 

 

 

身体障害者更生援護施設更生訓

練費給付事業 

 

 

               

  

            

１人 

       ３７，８００円

 

 

 

 

            

 

 

身体障害者更生援護施設更生訓

練費給付事業 
 

 

 

 

 

０人 

０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者更生援護施設更生訓

練費給付事業 

 

 

 

 

０人 

０円

 

 

身体障害者更生訓練費給付事業 

 

 

 

 

 

 

１人 

３７，８００円 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者更生援護施設

措置費徴収要綱 

 網野町身体障害者福祉法施行規

則 

丹後町身体障害者更生援護施設

措置費徴収要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

    現行のまま、新市に継承する。 

 

      

 

 

 

 ２ 更生訓練費補助金等  

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

６町合計  

 

  対象者         ４人 

 

  町負担額  １２９，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全額府補助有） 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 授産施設の相互利

用事業 

 

 

 

人数 

 

町負担額 

 

 

 

対象施設 

 

 

 

 

 

０人 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０人 

０円

 

 

 

 

 

 

 

５人 

 １，１８９，２００円

 

 

知的障害者通所授産施設 

四つ葉ハウス 

 

 

 

 

 

 １人 

１，２０４，８００円

 

 

知的障害者通所授産施設 

ゆうゆう作業所 

 

 

０人 

０円

 

 

 

 

 

 

０人 

 

０円 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （６）身体障害者施設入所措置事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

    現行のまま、新市に継承する。 

 

     新市においても継続して障害者の福祉向上に努める。 

 

     

 

 ３ 授産施設の相互利用事業  

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

  対象者           ６人 

 

  町負担額  ２，３９４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

1 身体障害者短期入

所事業 

（事業名） 

 

   

 委託先（施設名） 

 

 

 

 

 決定件数（13年度） 

 

 延べ日数（13年度） 

 

 委託料（13年度） 

 

 

 

 

 

 

身体障害者短期入所事業 

 

 

こひつじの苑舞鶴、はごろも苑 

 

 

 

 

１２件 

 

６０日 

 

５７９，６９０円 

 

 

在宅重度身体障害者短期保護事

業 

 

無 

 

 

 

 

０件 

 

０日 

 

 ０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者短期入所事業 

 

 

丹後園 

 

 

  

 

０件 

 

０日 

 

 ０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者短期入所事業 

 

 

いちがお園 

 

 

 

 

２件 

 

４日 

 

３９，２００円

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

身体障害者短期入所事業 

 

こひつじの苑舞鶴 

 

 

 

 

 

０件 

 

０日 

 

０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町重度身体障害者短期入所

運営事業実施要綱 

大宮町在宅重度身体障害者短期

保護事業 

網野町障害者短期入所事業運営

要綱 

丹後町身体障害者短期入所事業

実施要綱 

 久美浜町身体障害者短期入所事

業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調整

する。 

 

 1 身体障害者短期入所事業 

 

   弥栄町以外の５町が実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

   決定件数         １４件 

 

   延べ日数         ６４日 

 

   委託料     ９７１，６９０円 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 知的障害者（児）

短期入所事業 

（事業名） 

  

事業内容 

 

 

   

 委託先施設（京都府

による） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 決定件数（13年度） 

 

 延べ日数（13年度） 

 

 

委託料 

 

 

 

知的障害者（児）短期入所事業 

 

 

利用申請受理、委託施設との調

整、利用状況にかかる報告事務等

（京都府委任事務） 

 

京都府委託施設 

 

みねやま作業所 

 

いきいき 

 

あゆみが丘 

 

 

 

１８件 

 

５２日 

 

 

京都府が負担 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５件 

 

１１４日 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

６件 

 

４４日 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２件 

 

９日 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１件 

 

５９日 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4件 

 

１３日 

 

 

同左 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 知的障害者福祉法第１５条の３ 

第３項 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   平成１５年度より支援費制度に移行するので、制度に合致した事業者が適切なサービスを提供する方向で調整

する。 

 

２ 知的障害者（児）短期入所事業 

 

   各町とも同一の事務を実施している。 

 

 

  ６町合計 

 

    決定件数    ６６件 

 

    延べ日数   ２９１日 

 

   

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 精神障害者短期入

所事業 

（事業名） 

 

   

 委託先 

 

 

 決定件数（調査日 

月 日現在） 

 

 延べ日数（調査日 

現在） 

 

 

 委託料（14年度予算

額） 

 

 

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

事業所指定 

アスロード 

 

０件 

 

 

０日 

 

 

 

１５，０００円 

（当初予算額） 

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

同左 

 

 

０件 

  

 

０日 

 

 

 

０円

 

 

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

未定 

 

 

０件 

 

 

０日 

 

 

 

５０，０００円

（当初予算額） 

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

援護寮アスロード（これから指

定） 

 

０件 

 

 

０日 

 

 

 

０円

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

援護寮アスロード（これから指

定） 

 

０件 

 

 

０日 

 

 

 

０円

 

 

精神障害者短期入所事業 

 

 

援護寮アスロード（これから指

定） 

 

０件 

 

 

０日 

 

 

 

６０，３４０円 

（当初予算額） 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町重度身体障害者短期入所

運営事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   現行のまま、新市に継承する。 

 

 ３ 精神障害者短期入所事業 

 

   各町とも同一の事務を実施している。 

 

 

 

   ６町合計 

 

    ０件 

 

    ０日 

 

    ０円 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 難病患者短期入所

事業 

（事業名） 

 

   

 委託先 

 

 

 

 

 

 

 

 決定件数（13年度） 

 

 延べ日数（13年度） 

 

 委託料（13年度） 

 

 

 

 

 

 

難病患者短期入所事業 

 

 

丹後中央病院 

国保弥栄病院 

ふるさと病院 

国保久美浜病院 

府立与謝の海病院 

 

 

 

０件 

 

０日 

 

０円 

 

 

難病患者等短期入所事業 

 

 

無（必要に応じ、委託） 

 

 

 

 

 

 

 

０件 

 

０日 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

難病患者短期入所事業 

 

 

丹後中央病院 

国保弥栄病院 

ふるさと病院 

国保久美浜病院 

府立与謝の海病院 

 

 

 

０件 

０日 

 

０円 

 

 

無 

 

 

難病患者等短期入所事業 

 

 

無（必要に応じ、委託）  

 

 

 

 

 

 

 

０件 

０日 

 

０円 

 

 

難病患者等短期入所事業 

 

 

国保久美浜病院 

 

 

 

 

 

 

 

０件 

 

０日 

 

０円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町難病患者等短期入所事業

実施要綱 

大宮町難病患者等短期入所事業

実施要綱 

難病患者短期入所事業運営要綱  弥栄町難病患者等短期入所事業

実施要綱 

久美浜町難病患者等居宅生活支

援事業運営要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （９）身体障害者等短期入所事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

    一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

     新市においては全域を対象とし、事業を実施する。 

 

     委託先医療機関等は、新市に移行後調整する。 

 

 

 ４ 難病患者短期入所事業 

 

   丹後町以外の５町で事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

   ０件 

 

   ０日 

 

   ０円 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 重度身体障害者日

常生活用具給付事業 

（事業名） 

 

 

給付件数（13年度） 

 

 

公費負担額（13 年

度） 

 

自己負担額（13 年

度） 

 

 

 

 

 

 

 

在宅重度身体障害者日常生活用

具給付事業 

 

 

９件 

 

 

５０３，５２０円 

 

 

１６，１４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度身体障害者日常生活用具給

付等事業 

 

 

２件 

 

 

２７８，４９８円

 

 

８，９２０円

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活用具給付事業 

 

 

 

１０件 

 

 

       ７０７，３９０円

 

 

         ６，９５０円

 

 

 

 

 

  

 

 

在宅重度身体障害者日常生活用

具給付事業 
 

 

６件 

 

 

４０８，５１５円

 

 

５，８００円

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者等日常生活用具給付

等事業 

 

 

４件 

 

 

７００，０００円

 

 

８，１００円

 

 

 

重度身体障害者日常生活用具給

付事業 

 

 

１０件 

 

 

３９１，５６０円 

 

 

３１，０６０円 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町重度身体障害児・者日常生

活用具給付等事業実施要綱 

大宮町重度身体障害者日常生活

用具給付等事業実施要綱 

網野町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

丹後町重度身体障害者日常生活

用具給付事業実施要綱 

弥栄町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

久美浜町重度障害者日常生活用

具給付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

  現行のまま、新市に継承する。 

 

    

 

 １ 重度身体障害者日常生活用具給付事業 

 

   各町とも同一の事務を実施している。 

 

 

 

 

 

 ６町合計 

 

  給付件数          ４１件 

 

  公費負担額  ２，９８９，４８３円 

 

  自己負担額     ７６，９７０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 重度身体障害児日

常生活用具給付事業 

（事業名） 

 

 

給付件数（13年度） 

 

公費負担額（13 年

度） 

 

自己負担額（13 年

度） 

 

 

 

在宅重度身体障害児・知的障害者

日常生活用具給付 

 

 

０件 

 

０円 

 

 

０円 

 

 

 

 

 

重度身体障害者日常生活用具給

付等事業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

日常生活用具給付事業 

 

 

 

      ０件 

 

            ０円

 

 

０円

 

Ｂ階層の負担を免除 

 

 

 

 

 

 

在宅重度身体障害児日常生活用

具給付事業 
 

 

０件 

 

 

 

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者等日常生活用具給付

等事業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

身体障害児・知的障害児日常生活

用具給付事業 

 

 

１件 

 

３９，５４０円 

 

 

２，２５０円 

 

Ｂ階層の負担を免除 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町重度障害児・者日常生活用

具給付等事業実施要綱 

 網野町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

 弥栄町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

久美浜町重度障害者日常生活用

具給付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

  一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

   自己負担金については、Ｂ階層対象者を免除とする。 

 

 ２ 重度身体障害児日常生活用具給付事業 

 

   各町とも同様の事務を実施している。 

 

   自己負担については、網野町、久美浜町でＢ階層対象者を免除している。 

 

 

 

 

  ６町合計 

 

   給付件数        １件 

 

   公費負担額  ３９，５４０円 

 

   自己負担額   ２，２５０円 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１１）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 点字図書給付事業 

 

（事業名） 

 

 

給付件数（13年度） 

 

公費負担額（13 年

度） 

 

自己負担額（13 年

度） 

 

 

 

 

 

 

 

点字図書給付事業 

 

 

０件 

 

０円 

 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字図書給付事業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字図書給付事業 

 

 

０件 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字図書給付事業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字図書給付事業 

 

 

０件 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町点字図書給付事業実施要

綱 

大宮町重度身体障害者日常生活

用具給付等事業実施要綱 

網野町点字図書給付事業実施要

領 

丹後町点字図書給付事業実施要

綱 

弥栄町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱・点字図書給

付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   一元化に調整の上、新市に継承する。 

 

     全市を対象として、事業を実施する。 

 

 ３ 点字図書給付事業 

 

   久美浜町以外、事業を実施している。 

 

 

  

 

６町合計 

 

   給付件数    ０件 

 

   公費負担額   ０円 

 

   自己負担額   ０円 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 知的障害児（者）

日常生活用具給付事

業 

（事業名） 

 

給付件数（13年度） 

 

公費負担額（13 年

度） 

 

自己負担額（13 年

度） 

 

 

 

 

 

自己負担金免除の扱

い  

 

 

 

在宅重度身体障害児・知的障害者

日常生活用具給付 

 

１件 

 

１，９０６円 

 

 

１３，７５０円 

 

 

 

 

 

 

免除等無し 

 

 

知的障害児（者）日常生活用具の

給付事業 
 

０件 

 

０円

０円

 

 

 

 

 

 

Ｂ階層は自己負担を免除 

 

 

 

 

 

 

日常生活用具給付事業 

 

 

      ０件 

 

            ０円

 

 

            ０円

 

 

 

 

 

 

Ｂ階層は自己負担を免除 

 

 

 

 

日常生活用具給付事業 

 

 

０件 

 

０円

０円

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者等日常生活用具給付

等事業 

 

０件 

 

０円

０円

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

身体障害児・知的障害児日常生活

用具給付事業 

 

０件 

 

０円 

 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

知的障害児・Ｂ階層は自己負担を

免除 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町重度身体障害児・者日常生

活用具給付等事業実施要綱 

 網野町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

 弥栄町身体障害者等日常生活用

具給付事業実施要綱 

久美浜町重度障害者日常生活用

具給付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

  一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

   自己負担金については、Ｂ階層対象者を免除とする。 

 

 ４ 知的障害児（者）日常生活用具給付事業 

 

   自己負担金の免除について、扱いに相違がある。 

 

    大宮町、網野町、久美浜町・・・・・Ｂ階層該当者の自己負担金を免除 

    

    峰山町、丹後町、弥栄町・・・・・・免除せず（国基準どおり） 

 

 

 

 

  ６町合計 

  

    給付件数        １件 

 

    公費負担額   １，９０６円 

 

    自己負担額  １３，７５０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 難病患者日常生活

用具給付事業 

（事業名） 

 

 

給付件数（13年度） 

 

公費負担額（13 年

度） 

 

自己負担額（13 年

度） 

 

 

 

自己負担金免除の扱

い  

  

 

 

難病患者等日常生活用具給付 

 

 

 

０件 

 

０円 

 

 

０円 

 

 

 

 

免除等無し 

 

難病患者等日常生活用具給付事

業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

同左 

 

難病患者等居宅生活支援事業 

 

 

 

０件 

 

０円

 

 

０円

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

難病患者等日常生活用具給付事

業 

 

 

１件 

 

４２，０００円

 

 

            ０円

 

 

 

峰山町に同じ 

 

難病患者等日常生活用具給付 

事業 

 

 

０件 

 

０円 

 

 

０円 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町難病患者等日常生活用具

給付等事業実施要綱 

大宮町難病患者等日常生活用具

給付事業実施要綱 

難病患者等日常生活用具給付事

業運営要綱 

 弥栄町難病患者等日常生活用具

給付事業実施要綱 

久美浜町難病患者等居宅生活支

援事業運営要綱 

  



 15

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１０）身体障害者等日常生活用具給付事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   一元化に調整の上、新市に継承する。 

 

     全市を対象として、事業を実施する。 

 

 ５ 難病患者日常生活用具給付事業 

 

   丹後町以外、事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

  ６町合計 

  

   給付件数         １件 

 

   公費負担額   ４２，０００円 

  

   自己負担額        ０円 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１１）グループホーム 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 心身障害者地域生

活ホーム運営助成事

業 

 （事業名） 

 

 対象施設 

 

 設置運営法人 

 

 

 利用者数（13年度） 

 

 

 助成額（13年度） 

 

 

  

 

 

 

無 

 

無 

 

無 

 

無 

 

 

 

無 

 

心身障害者地域生活ホーム運営

助成事業 

 

 

久美浜地域生活ホーム 

 

久美浜地域生活ホーム運営委員

会（任意団体） 

 

５人 

 

 

５００，０００円 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１１）グループホーム 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

  現行のまま、新市に継承する。 

 

   支援費制度における知的障害者地域生活援助（グループホーム）の事業所としての育成を指導する。 

 

 １ 心身障害者地域生活ホーム運営助成事業 

 

   久美浜町で事業を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１１）グループホーム 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 精神障害者グルー

プホーム 

（事業名） 

 

 指定施設数 

 

  

 

 利用者（14.4.1 現

在） 

 

 

 負担金（14年度予算

額） 

 

無 

 

精神障害者居宅生活支援事業 

 

 

１人 

(グループホーム福知山) 

   

 

１人 

 

 

 

１３３，０００円

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者居宅生活支援事業 

 

 

１人 

(グループホーム福知山) 

 

 

１人 

 

 

 

１５９，０００円

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１１）グループホーム 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

    全市を対象として必要なサービスを提供する方向で調整する。 

 

 ２ 精神障害者グループホーム 

 

   大宮町と弥栄町で事業を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 手話通訳者設置事 

業  

（事業名） 

 

  利用手続き 

 

 

 

  利用件数（13 年

度）  

   手話通訳者派遣

件数  

   各種相談件数 

 

 

  委託先 

   

 

委託料（13年度） 

 

 

      

 

 

 

手話通訳者設置事業 

 

 

委託事業者に直接依頼もしくは、

町担当課へ依頼（申請様式等特に

定めず。 

  

 

 

１５件  ４８時間 

 

２１件  ２４時間 

 

 

（福）京都聴覚言語障害者福祉協

会    

 

１，０８５，０００円 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１６件   ４０時間 

 

１１件  ２４時間 

 

 

同左 

 

１，０２５，０００円

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１４９件  ２９３時間 

 

１１６件  １７８時間 

 

 

同左 

 

１，２７１，０００円

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１５件  ２７時間 

 

１７件  ２３時間 

 

 

同左 

 

 

    ８５１，０００円

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

３８件  ７８時間 

 

１９件  ２９時間 

 

 

同左 

 

 

８０５，０００円

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

３４件  ２８時間 

 

８件   １７時間 

 

 

同左 

 

 

１，０７５，０００円 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町手話通訳者設置事業業務

実施要綱 

大宮町手話通訳者設置事業業務

実施要綱 

網野町手話通訳者設置事業実施

要綱 

丹後町手話通訳者設置事業業務

実施要綱 

弥栄町手話通訳者設置事業業務

実施要綱 

久美浜町手話通訳者設置事業業

務実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   現行のまま新市に継承する。 

 

 １ 手話通訳者設置事業  

   

     各町とも同一の事業を実施している。 

 

       ６町共同で京都聴覚言語障害者福祉協会へ事業委託している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 手話奉仕員養成事

業 （事業名） 

 

 事業実施状況 

  申込み手続き等 

   

   

  受講者（14年度） 

 

  委託先 

 

 

   

委託料（14年度予

算額） 

 

 

  

 

 

手話奉仕員養成事業 

 

６町共同で委託による事業実施。 

聴覚言語センターもしくは、町担

当課へ口頭で直接申込。 

 

１４人 

 

 

（福）京都聴覚言語障害者福祉協 

会   

 

 

１８７，０００円 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

１７人 

 

 

同左 

 

 

 

１６６，０００円

 

同左 

 

同左 

 

 

 

１３人 

 

 

同左 

 

 

 

２０６，０００円

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

３０人 

 

 

同左 

 

 

 

１６０，０００円

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

６人 

 

 

同左 

 

 

 

１３０，０００円

 

同左 

 

同左 

 

 

 

３２人 

 

 

同左 

 

 

 

１７５，０００円 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町手話奉仕員養成事業実施

要綱 

大宮町手話奉仕員養成事業実施

要綱 

京都府丹後六町手話通訳者設置

事業等業務委託契約書 覚書 

丹後町手話奉仕員養成事業実施

要綱 

京都府丹後六町手話通訳者設置

事業等業務委託契約書 覚書 

京都府丹後六町手話通訳者設置

事業等業務委託契約書 覚書 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   現行のまま新市に継承する。 

 

 ２ 手話奉仕員養成事業 

 

    各町とも同一の事業を実施している。 

 

       ６町共同で京都聴覚言語障害者福祉協会へ事業委託している。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 丹後地域高齢聴覚

障害者地域生活支援

事業 

（事業名） 

 

 事業実施状況 

  申込み手続き等 

   

   

 

 

  利用者（13年度） 

 

 

  委託先 

 

 

   

 

委託料（13年度） 

（補助金） 

 

 

 

 その他事業支援状況 

 

 

丹後地域高齢聴覚障害者地域生

活支援事業 

 

 

 

丹後聴覚言語障害者センター事

業に関する６町での運営費補助

なので、管轄は聴言センターが行

う。 

 

３人 

 

 

補助金としての位置付け。 

（補助金交付先 （福）京都聴覚

言語福祉協会） 

 

 

補助金８５，０００円 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

０人 

 

 

（福）京都聴覚言語障害者福祉協

会 

 

 

 

７２，４００円

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

７人 

 

 

同左 

 

 

 

 

       ９３，３００円 

 

 

 

 

 

 

 

同左 
 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

同左 

 

 

 

 

６２，９００円

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

２人 

 

 

同左 

 

 

 

 

５８，０００円

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

同左 

 

 

 

 

７８，９００円 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町補助金等交付規則      

  

 

開催数 ２２回   ６町で延べ参加者  ２０２人 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

    現行のまま新市に継承する。 

 

 

 

 ３ 丹後地域高齢聴覚障害者地域生活支援事業 

 

     各町とも同一の事務を実施している。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 身体障害者自動車

改造助成事業 

（事業名） 

 

平成１３年度実績 

   件数 

    

助成額 

    

 

 

 

 

 

身体障害者用自動車改造助成事

業 

 

 

１件 

 

１００，０００円 

 

 

 

 

身体障害者用自動車改造助成事

業 

 

１件 

 

３，７８０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者自動車改造助成事業 

 

 

０件 

 

０円

 

 

 

 

身体障害者自動車改造助成事業 

 

 

０件 

 

 ０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者用自動車改造助成事

業 

 

１件 

 

１００，０００円

 

 

 

 

自動車改造助成事業 

 

 

１件 

 

１００，０００円 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者用自動車改造

助成事業実施要綱 

大宮町身体障害者用自動車改造

助成事業実施要綱 

網野町身体障害者自動車改造助

成事業実施要綱 

丹後町自動車改造助成事業実施

要綱 

弥栄町身体障害者用自動車改造

助成事業実施要綱 

久美浜町自動車改造助成事業実

施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

   現行のまま新市に継承する。 

 

 ４ 身体障害者自動車改造助成事業 

 

    各町とも同一の事務を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 身体障害者運転免

許取得費助成制度 

（事業名） 

 

平成１３年度実績 

件数 

 

  助成額 

 

 

 

  

 

 

身体障害者運転免許取得費助成

金交付事業 

 

０件 

 

０円 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成金交付事業 

 

０件 

 

０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成事業 

 

０件 

 

０円

 

 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成事業 
 

０件 

 

０円

 

 

 

 

 

 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成金交付事業 

 

０件 

 

０円

 

 

 

 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成金交付事業 

 

０件 

 

０円 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町身体障害者自動車運転免

許取得教習費助成金交付要綱 

大宮町身体障害者自動車運転免

許取得教習費助成金交付要綱 

身体障害者自動車運転免許取得

教習費助成金交付要綱 

丹後町身体障害者自動車運転免

許取得教習費助成金交付要綱 

弥栄町身体障害者自動車運転免

許取得教習費助成金交付要綱 

久美浜町身体障害者自動車運転

免許取得教習費助成金交付要綱 

  



 22

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

     現行のまま新市に継承する。 

 

  ５ 身体障害者運転免許取得費助成制度 

 

     各町とも同一の事務を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

７ 福祉タクシー事業 

 （事業名） 

 

 

対象者、障害種別等 

障害種別 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  利用範囲 

 

 

 

  助成額（年間） 

 

 

  給付方法 

 

 

 

 

 平成１３年度実績 

   対象者 

 

   事業費 

  

 

福祉タクシー助成事業 

 

 

視覚        １・２級 

下肢、移動     １・２級 

（一上下肢１・２級で下肢３級の

者を含む） 

体幹        １・２級 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸     １級 

療育 Ａ 

    以上 年１８，０００円 

身体障害３級以上 

精神障害者手帳保持者 

以上 年１２，０００円 

身体障害４級以下、療育Ｂ 

年 ６，０００円 
 

特に制限無し 

 

 

 

上記のとおり。申請月からの月割

り交付（４月なら満額交付） 

 

上記金額のタクシー利用券（１枚

５００円券）を申請により年１回 

 

 

 

 

４３７人 

 

３，０２８，７００円 

 

 

福祉タクシー事業 

 

 

視覚       １・２級 

下肢、移動    １・２級 

（一上下肢１・２級で下肢３級の

者を含む） 

体幹       １・２級 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸    １級 

療育 Ａ 

精神 １～３級 

 

 

 

 

 

 

特に制限なし 

 

 

 

１２，０００円

 

 

（１００円券 月１，０００円）

申請者に申請月から当該年度分

の利用券（１００円券）を発行 

年度途中は月割り 

 

 

１３２人 

 

４３２，８００円

 

 

 

福祉タクシー運行事業 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

同左 

 

同左 

精神  １級 

 

 

 

 

 

 

主に福知山以北 

  

 

 

１２，０００円

 

 

同左 

 

 

 

   

 

６１人 

 

       ４７１，８００円

 

福祉タクシー運行事業 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

特に制限なし 

 

 

 

１２，０００円

 

 

同左 

 

 

 

 

 

２７人 

 

１６３，５００円

 

重度心身障害者福祉タクシー事

業 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

同左 

 

同左 

精神   １級 

 

 

 

 

 

 

特に制限なし 

町内の３ガソリンスタンドで給

油可。 

 

１２，０００円

 

 

同左 

 

 

 

 

 

７４人 

 

７９１，３００円

 

福祉タクシー事業 

 

 

同左 

同左 

 

 

同左 

同左 

 

同左 

精神   １級～３級 

 

 

 

 

 

 

タクシー会社が了解する範囲 

 

 

 

１２，０００円 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

５６人 

 

３１８，０００円 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町福祉タクシー事業実施要

綱 

大宮町福祉タクシー事業実施要

綱 

網野町福祉タクシー事業実施要

綱 

丹後町福祉タクシー事業実施要

綱 

弥栄町重度心身障害者福祉タク

シー事業実施要綱 

久美浜町福祉タクシー事業実施

要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

  一元化に調整の上、新市に継承する。 

 

    障害者の多様な外出支援手段の一つとし、社会参加の促進を図る。 

 

     

 

    対象者   視覚1.2級 

下肢・移動1.2級(1上下肢1.2級で1下肢3級含む) 

体幹1.2級 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸1級 

療育Ａ・Ｂ 

          精神1.2級 

 

    所得制限  世帯区分Ｄ-１２以下の世帯に属する者 

 

助成金額  年間 １２，０００円（ガソリンの給油は不可とする） 

 

     

 

 ７ 福祉タクシー事業 

 

   各町とも事業を実施している。 

 

   対象者の範囲に相違がある。 

 

   利用できる区間に相違がある。 

 

   助成額及び給付内容（券の額面）に相違がある。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 北部４市の状況 

 

 福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 

対象者 視覚1.2級、下肢・

移動1.2級(1上下肢

1.2級で1下肢3級

含む)、体幹1.2級、

心臓、じん臓、呼吸

器、ぼうこう、直腸、

小腸1級、療育Ａ 

在宅じん臓障害 1

級、透析通院に利用

の場合 

福知山市と同じ 視覚1.2級、下肢・

移動1.2級(1上下肢

1.2級で1下肢3級

含む)、体幹1.2級、

じん臓1級、療育Ａ

助成額 200円券 月5枚 

透析患者は100円券

あり 毎月交付 

500円券 月4枚 

年度分一括交付 

100 円券 年間 100

枚一括交付 

100 円券 年間 120

枚一括交付 

その他 本人又は扶養義務者

所得Ｄ12 以下を対

象 

本人又は扶養義務者

所得Ｄ12 以下を対

象 

本人及び扶養義務者

所得Ｄ12 以下を対

象 

世帯区分Ｄ12 以下

の世帯に属する者 

 

 小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

８ 福祉バス券の交付 

（事業名） 

 

対象者 

利用範囲 

 

 

利用限度額 

 

給付方法     

 

 

 

平成１３年度実績 

件数 

 

  事業費 

 

該当無し 

 

該当なし 

 

  

該当なし 

 

該当なし 

 

 

弥栄町重度障害者交通費補助 

 

身体障害者手帳１～３級 

療育手帳所持者、Ａ判定 

 

 

弥栄町営バス、丹海バス 

 

１年間に１００枚以内 

バス切符を現物給付 

 

 

８件 

 

     １０４，６００円 

 

 

 

 

該当なし 

根拠条例・要綱・規則等     弥栄町重度障害者交通費補助要

綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１２）障害者社会参加事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

  廃止する方向で調整する。 

 

    

 

 ８ 福祉バス券の交付 

 

    弥栄町のみ事業を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１４）在宅福祉機器の貸出し 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

1 重度身体障害者緊

急通報システム 

（事業名） 

  

 

 対象者数（13年度） 

       

   

   

   

 

緊急通報体制整備事業 

（高齢者福祉事業と併施） 

 

 

３人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

同左 

 

 

 

 ０人 

 

同左 

 

 

 

０人 

 

同左 

 

 

 

０人 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害者等在宅福祉サービ

ス事業実施要綱 

 網野町緊急通報体制整備事業要

綱 

 弥栄町緊急通報システム事業実

施要綱 

久美浜町重度障害者日常生活用

具給付事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１４）在宅福祉機器の貸出し 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

   

   現行のまま新市に継承する。 

 

    実施内容は、高齢者福祉事業と合わせる。ただし要綱は、障害者福祉制度として独自に制定する。 

 

 1 重度身体障害者緊急通報システム 

 

   各町とも同一の事務を実施している。 

 

   高齢者福祉事業の中で位置づけられ、実施している。 

  

   峰山町は障害者福祉制度として高齢者福祉とは別に要綱を制定している。 

 

 

 

６町合計 

   

  対象者      ３人 

 

   

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１４）在宅福祉機器の貸出し 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 緊急通報福祉ファ

ックス  

（事業名） 

 

 利用手続き 

 

 

 

聴覚障害者の119番フ

ァックスについて、

現在広域消防組合に

登録している者 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録申込受付、広域消防へ送付 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

２人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

１３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

２人 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

５人 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１４）在宅福祉機器の貸出し 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    現行のまま新市に継承する。 

 

 

  

 

    

 

 ２ 緊急通報福祉ファックス 

 

    各町とも同一の事務を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 ６町合計 

 

   対象者      ２４人 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１５）障害者の手当等について  分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 特別障害者手当等 

 ①特別障害者手当 

  

 対象者 

  

 対象者の把握方法 

 

 

  

 

 該当者（13年度末） 

 

 

 

特別障害者手当進達事務 

 

重度重複等障害者 

 

新規申請の対象者については、身

障手帳の交付申請・交付時に状況

を把握する。 

 

 

１５人 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

１２人 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

１２人 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

２０人 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

２５人 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

１６人 

 

 

 

②障害児福祉手当 

 

対象者 

 

該当者（13年度末） 

 

 

 

 

 

重度重複障害児 

 

４人 

 

 

 

 

 

同左 

 

１０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

５人 

 

 

 

 

 

同左 

 

４人 

 

 

 

 

 

同左 

 

０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

４人 

 

 

 

③経過的福祉手当 

 

対象者 

 

 

該当者（13年度末） 

 

 

 

 

 

重度障害者で障害年金等が受給

できない者 

 

０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

２人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

０人 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

１人 

 

 

 

 

所得証明（確認）に

かかる手数料 

 

 

 

無料 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

有料  ２００円 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 特別児童扶養手当等の支給に関

する法律 

同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１５）障害者の手当等について  分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

    

   新市においては、特別障害者手当の給付・決定機関となり、事業を実施する。 

 

     

 

 １ 特別障害者手当等 

  

    各町とも同一の事務を行っている。 

 

     

 

 

参考（手当額・月額） 

特別障害者手当          ２６，８６０円 

 

障害児福祉手当、経過的福祉手当  １４，６１０円 

 

 

 受給者 

   特別障害者手当           １００人 

 

   障害児福祉手当            ２７人 

 

   経過的福祉手当             ３人 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１５）障害者の手当等について  分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 特別児童扶養手当 

 

担当課 

 

対象者の把握方法 

 

 

 

 

申請受付事務 

 

 

証書交付事務 

 本人への通知・交付

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 

 

障害担当者との連携による。（療

育手帳・身障手帳の交付状況や関

係文書の回覧による） 

 

 

事務取扱い手引きにもとづき事

務処理を実施 

 

 

府作成のハガキにより通知、担当

課で交付 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課 

 

障害担当、保健医療課と協力し 

対象者を把握 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉課 

 

家族からの相談、申請、保健師と

の連携 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民課 

 

保健センターとの連携 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉課 

 

家族からの相談 

保健師との連携 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

町民課 

 

障害担当者との連携による。（療

育手帳・身障手帳の交付状況よ

る） 
 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       

  

 
参考  手当額（月額）    １級  ５１，５５０円 

                  ２級  ３４，３３０円 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１５）障害者の手当等について  分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    現行のまま、新市に継承する。 

 

     

 

 ２ 特別児童扶養手当 

 

   各町とも同一の事務を行っている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１７）共同作業所等に対する支援等 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

おおみや共同作業所 

 

１９人 

 

１４，８３４，０００円

１ 入所訓練事業 

 

① 心身障害者入所訓

練事業 

 施設名 

 

 通所者数 

 

 補助額（13年度） 

 

  

 

 

峰山共同作業所 

 

８人 

  ６，９６５，０００円

 

峰山共同作業所 

 

１人 

 

８８２，４００円

 

 

あみの共同作業所 

 １３年４月～７月まで 

４１人 

 

８，４９９，３３３円 

 

 

 

 

峰山共同作業所 

 

２人 

 

１，６８５，４００円

 

 

久美浜共同作業所 

 

２５人 

 

２２，７０８，０００円 

 

 

おおみや共同作業所 

 

６人 

 

１， ２３２，０００円

 

② 精神障害者入所訓

練事業 

 施設名 

 

 通所者数 

 

 補助額（13年度） 

 

  

 

 

 

 

峰山共同作業所 

 

９人 

 

 ２，９７６，０００円 

 

 

峰山共同作業所 

 

２人 

 

５２７，０００円

 

 

峰山共同作業所 

 

２人   

 

     ４２９，４００円

 

 

峰山共同作業所 

 

５人 

 

２，１１２，８００円

 

 

峰山共同作業所 

 

４人 

 

１，４８８，０００円

 

 

久美浜共同作業所 

 

９人 

 

３，１３１，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町心身共同作業所入所訓練

事業費補助金交付要綱 

峰山町精神共同作業所入所訓練

事業費補助金交付要綱 

 網野町障害者共同作業所入所訓

練事業補助金交付要綱 

  久美浜共同作業所の設置及び管

理に関する条例 

久美浜町共同作業所管理要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉  （１７）共同作業所等に対する支援等 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    新市に移行後も継続して運営を支援する。 

 

 １ 入所訓練事業 

 

   各町とも共同作業所の運営について補助を交付し、運営を支援している。 

 

京都府要綱改正により平成１４年度より障害者共同作業所入所訓練事業費補助として精神の分も含めて１本化

となる。 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

  通所者数  心身          ９６人(あみの共同作業所分含む) 

        精神          ３７人   

        合計         １３３人 

 

 

   委託料   心身   ５５，５７４，１３３円(同上) 

        精神    １１，８９６，２００円 

               合計   ６７，４７０，３３３円. 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名  

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ ねたきり老人・障

害者用寝具等洗濯

費補助事業 

 

 

内容 

 

対象者 

 

 

 

 

 

 

助成額 

 

 

 

 

 

 

 

平成13年度実績 

 

 

無 

 

無 

 

無 

 

 

 

 

 

無 

 

ねたきり老人・障害者用寝具等洗

濯費補助事業 

 

 

在宅の寝たきり重度障害者に対

し、洗濯費を助成する。 

 

 

64 歳以下の在宅重度身体障害者

で、障害老人の自立判定基準Ｂ又

はＣランクの者 

 

 

年間   １０，０００円以内 

 

年度途中での要件発生は月割り

とする。 

 

 

 

 

４人 ３４，０００円

 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等     ねたきり老人・障害者用寝具等洗

濯費補助要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
   廃止の方向で調整する。 
 
    寝具乾燥・消毒サービスの充実を図り、より実質的に生活環境の向上を図る方向へ転換する。 

 

 

  ４ ねたきり老人・障害者用寝具等洗濯費補助事業 

 

     弥栄町のみ、事業を実施している。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１）  

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 知的障害者通所授産

施設 

①みねやま作業所 

通所定員 ３０人 

 

町別通所者 

 

 

 

 

 

 

１２人 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２人 

 

 

 

 

②知的障害者授産施

設「四つ葉ハウス」 

         

通所定員 ３０人 

 

町別通所者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

３０人 

  

 

 

 ③みねやま作業所 

（分場）ゆうゆう作

業所 

 

通所定員 １５人 

 

町別通所者 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１人 

 

 

 

 

 

 

 

３人 

 

根拠条例・要綱・規則等 知的障害者福祉法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

 

  知的障害者通所授産施設 

 

    現況資料 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 障害児通園事業 

  

 

 委託先 

 

 施設名 

 

 

 委託料（13年度） 

   

 

 

  各町別負担金 

 

   

 

  町別利用者 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

みねやま福祉会 

 

峰山町障害児通園施設さつき園 

 

 

（６町、府等全体で） 

２１,９１２,０００円 

 

 

３，６９０，５５０円 

(30.0%) 

 

 

１０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，７０９，９５０円

(13.9%)

 

 

７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，６９４，１００円

(21.9%)

 

 

９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，２３０，１８０円

(10.0%)

 

 

６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９８４，１５０円

(8.0%)

 

 

７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，９９２，８９０円 

(16.2%) 

 

 

４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町障害児通園施設条例、管理

及び運営に関する規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    平成１５年度から支援費制度へ移行する。 

  

     新市に移行後も引き続き支援し、障害者の福祉向上に努める。 

 

 ５ 障害児通園事業 

 

   峰山町を中心に各町共同で事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

６町合計 

 

 委託料        ２１，９１２，０００円 

 

うち、６町負担金    １２，３０１，８２０円 

 

利用者                 ４３人 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

８ 自動車税の減免申 

請証明事務  

 

 

 対象者 

 

 

 手続等事務の概要 

 

 

 

 

 手数料の有無 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

京都府の基準による 

 

 

障害の内容、生計関係等必要事項

を確認の上、証明する 

 

 

 

無 

 

 

 

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

無 

 

 

 

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

同左 

 

 

同左  

 

 

 

 

有 ２００円 

 

 

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

有  ２００円 

 

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

無 

  

自動車税の減免申請証明事務 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

有 ２００円 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 地方税法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ３ 障害者福祉   （１８）その他の障害者施策 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

  

 

    現行のまま、新市に継承する。 

 

      証明手数料は、徴収しない方向で調整する。 

 

 ８ 自動車税の減免申請証明事務 

 

    各町とも同一の事務を実施している。  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



等級別年齢別身体障害者数
(人)

峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町 合計

18歳未満 3 3 5 3 1 5 20

18歳～64歳 50 40 66 16 24 47 243

65歳以上 112 90 160 83 55 94 594

小計 165 133 231 102 80 146 857

18歳未満 1 0 1 1 1 1 5

18歳～64歳 40 21 32 15 18 30 156

65歳以上 66 44 57 38 37 73 315

小計 107 65 90 54 56 104 476

18歳未満 3 0 5 0 0 1 9

18歳～64歳 17 30 37 19 11 13 127

65歳以上 68 50 84 46 32 93 373

小計 88 80 126 65 43 107 509

18歳未満 4 1 1 0 1 0 7

18歳～64歳 42 34 52 26 26 39 219

65歳以上 115 92 135 57 53 140 592

小計 161 127 188 83 80 179 818

18歳未満 0 0 0 0 0 0 0

18歳～64歳 26 16 23 18 10 17 110

65歳以上 50 28 48 35 30 79 270

小計 76 44 71 53 40 96 380

18歳未満 1 0 2 0 0 1 4

18歳～64歳 16 14 15 10 8 23 86

65歳以上 53 48 53 36 36 83 309

小計 70 62 70 46 44 107 399

18歳未満 12 4 14 4 3 8 45

18歳～64歳 191 155 225 104 97 169 941

65歳以上 464 352 537 295 243 562 2,453

合計 667 511 776 403 343 739 3,439

平成14年3月31日現在
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障害別年齢別身体障害者数
(人)

峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町 合計
18歳未満 1 1 1 0 1 0 4
18歳～64歳 16 9 24 9 12 8 78
65歳以上 49 31 55 28 27 54 244
小計 66 41 80 37 40 62 326
18歳未満 3 0 3 0 0 2 8
18歳～64歳 14 9 12 9 6 13 63
65歳以上 45 62 56 40 30 77 310
小計 62 71 71 49 36 92 381
18歳未満 0 0 0 0 0 0 0
18歳～64歳 4 11 4 4 5 1 29
65歳以上 7 4 4 3 2 8 28
小計 11 15 8 7 7 9 57
18歳未満 6 3 7 2 2 5 25
18歳～64歳 123 94 131 68 56 108 123
65歳以上 253 152 260 150 134 272 1,221
小計 382 249 398 220 192 385 1,369
18歳未満 3 3 3 1 2 0 12
18歳～64歳 120 92 125 68 54 104 563
65歳以上 252 151 258 149 134 272 1,216
小計 375 246 386 218 190 376 1,791
18歳未満 3 0 4 1 0 5 13
18歳～64歳 3 2 6 0 2 4 17
65歳以上 1 1 2 1 0 0 5
小計 7 3 12 2 2 9 35
18歳未満 2 0 3 2 0 1 8
18歳～64歳 34 32 54 14 18 39 191
65歳以上 110 103 162 74 50 151 650
小計 146 135 219 90 68 191 849
18歳未満 1 0 3 1 0 0 5
18歳～64歳 15 18 28 10 12 20 103
65歳以上 77 66 121 51 27 69 411
小計 93 84 152 62 39 89 519
18歳未満 0 0 0 0 0 1 1
18歳～64歳 15 11 19 2 4 12 63
65歳以上 7 10 14 6 7 19 63
小計 22 21 33 8 11 32 127
18歳未満 0 0 0 1 0 0 1
18歳～64歳 1 0 3 1 0 3 8
65歳以上 15 15 9 8 4 32 83
小計 16 15 12 10 4 35 92
18歳未満 1 0 0 0 0 0 1
18歳～64歳 3 3 4 1 2 3 16
65歳以上 11 12 18 9 12 31 93
小計 15 15 22 10 14 34 110
18歳未満 0 0 0 0 0 0 0
18歳～64歳 0 0 0 0 0 1 1
65歳以上 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 1 1
18歳未満 12 4 14 4 3 8 45
18歳～64歳 191 155 225 104 97 169 941
65歳以上 464 352 537 295 243 562 2,453
合計 667 511 776 403 343 739 3,439

平成14年3月31日現在

合計

肢体
不自由

呼吸器

ぼうこう

小腸

肢体一般

脳原性
運動障害

心臓

じん臓

内部障害

視覚障害

聴覚
平衡

音声
言語

そしゃく
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